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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一体ブランクから形成され、３つの弱いラインにより分離される、少なくとも２つの取
外し可能なカートンを備えるパッケージであって、パッケージは、弱いラインの１つによ
って、隣接する第１および第２のトップサブパネルに分割されるトップパネルと、前記第
１のトップサブパネルに隣接しかつ前記第１のトップサブパネルより延在する第１の近方
横側パネルと、前記第１の近方横側パネルに隣接し、かつ前記第１のトップサブパネルに
対向する第１のボトムパネルと、前記第１のトップサブパネルと前記第１のボトムパネル
との間にありかつ前記第１の近方横側パネルに対向する第１の中間横側パネルと、前記第
１の中間横側パネルから延在し、前記第１のトップサブパネルに接着される第１のグルー
フラップと、前記第２のトップサブパネルに隣接する第２の近方横側パネルと、前記第２
の近方横側パネルに隣接し、前記第２のトップサブパネルに対向する第２のボトムパネル
と、前記第２のトップサブパネルと前記第２のボトムパネルの間にあり、前記第２の横側
パネルに対向する第２の中間横側パネルとを含み、
前記第１および第２の中間横側パネルは、相互に接触もしくは近接しかつ相互に重なり、
第２のグルーフラップは、前記第２の中間横側パネルから延在し前記第２のトップサブパ
ネルに接着され、前記各カートンは、各横側パネルの各端に折り曲げラインにより取り付
けられる横閉鎖フラップを備える横閉鎖フラップを含み、フロント閉鎖フラップは、トッ
プパネルの各反対側端に取り付けられ、各フロント閉鎖フラップは、前記２つのトップサ
ブパネル間の弱いラインと連続する弱いラインによって分割され、前記各カートンは、各
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ボトムパネルの各端に折り曲げラインにより取り付けられる別々のボトムパネル閉鎖フラ
ップを備えるボトムパネル閉鎖フラップを含み、
一方のカートンの両ボトムパネル閉鎖フラップは、隣接するボトムパネルのボトムパネル
閉鎖フラップにわたり延在しかつ接着され、一方のカートンを他のカートンから分割する
弱いラインを有する部分を有し、
各ボトムパネルと隣接する中間横側パネルとの間の折り曲げライン沿いに弱いラインがあ
る、パッケージ。
【請求項２】
　各ボトムパネルと隣接する中間横側パネルとの間の折り曲げラインに沿って弱いライン
がある、請求項１に記載のパッケージ。
【請求項３】
　弱いラインが穿孔ラインである、請求項１または請求項２に記載のパッケージ。
【請求項４】
　一方のカートンの両方のボトムパネル閉鎖フラップが、隣接するボトムパネルのボトム
パネル閉鎖フラップにわたり延在し、隣接するボトムパネルの前記ボトムパネル閉鎖フラ
ップに接着され、両方の延在するボトムパネル閉鎖フラップが、隣接するボトムパネルの
両方の前記ボトムパネル閉鎖フラップの外側となる、請求項１から３のいずれか一項に記
載のパッケージ。
【請求項５】
　一方のカートンの１つのボトムパネル閉鎖フラップが、隣接するボトムパネルのボトム
パネル閉鎖フラップにわたり延在し、隣接するボトムパネルの前記ボトムパネル閉鎖フラ
ップに接着され、前記一方のカートンの１つのボトムパネル閉鎖フラップが、隣接するボ
トムパネルの前記ボトムパネル閉鎖フラップの外側となる、請求項１から４のいずれか一
項に記載のパッケージ。
【請求項６】
　一方のカートンの両方のボトムパネル閉鎖フラップが、隣接するボトムパネルのボトム
パネル閉鎖フラップにわたり延在し、前記ボトムパネル閉鎖フラップに接着され、両方の
延在するボトムパネル閉鎖フラップが、隣接するボトムパネルの両方の前記ボトムパネル
閉鎖フラップの内側となる、請求項１から５のいずれか一項に記載のパッケージ。
【請求項７】
　前記弱いラインが、２つの相互に平行に位置する穿孔ラインである、請求項１から６の
いずれか一項に記載のパッケージ。
【請求項８】
　少なくとも２つの分離可能なカートンを有しかつ長手軸を有するパッケージ用ブランク
であって、ブランクは、長手軸に対して横方向に延在する弱いラインによって、隣接する
第１および第２のトップサブパネルに分割されるトップパネルと、第２のトップサブパネ
ルの反対側の第１のトップサブパネルに隣接し、前記第１のトップサブパネルから第１の
近方横方向スコアラインにより分けられる第１の近方横側パネルと、前記第１のトップサ
ブパネルの対向側で第１の近方横側パネルに隣接し、第１の近方横側パネルから第１の中
央横方向スコアラインにより分けられる第１のボトムパネルと、第１の近方横側パネルの
対向側で第１のボトムパネルに隣接し、第１のボトムパネルから第１の遠方横方向スコア
ラインにより分けられる第１の中間横側パネルと、第１のボトムパネルの対向側で第１の
中間横側パネルから延在し、第１の遠方横側パネルから第１の横方向グルーフラップスコ
アラインにより分けられる第１のグルーフラップと、第１のトップサブパネルの対向側の
第２のトップサブパネルに隣接し、第２のトップサブパネルから第２の近方横方向スコア
ラインにより分けられる第２の近方横側パネルと、第２のトップパネルの対向側で第２の
近方横側パネルに隣接し、第２の近方横側パネルから第２の中央横方向スコアラインによ
り分けられる第２のボトムパネルと、第２の近方横側パネルの反対側で第２のボトムパネ
ルに隣接し、第２のボトムパネルから第２の遠方横方向スコアラインにより分けられる第
２の中間横側パネルと、第２の中間横側パネルから延在し、第２の中間横側パネルから第
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２の横方向グルーフラップスコアラインにより分けられる第２のグルーフラップと、折り
曲げラインにより、前記トップパネルの両方に、前記トップパネルの各端で取り付けられ
るフロントトップ主パネル閉鎖フラップとを含み、
各フロントトップ主パネル閉鎖フラップは、２つのトップサブパネル間の弱いラインに連
続する弱いラインを有し、ボトム主パネル閉鎖フラップは、２つの前記ボトムパネルのそ
れぞれの各端に折り曲げラインにより取り付けられ、
一方のボトムパネルの両方のボトム主閉鎖パネルが、ブランクを２つのカートンを有する
パッケージに組立時に、前記隣接するボトムパネルのボトム主パネル閉鎖フラップにわた
り延在する部分を有し、
前記延在するボトム主閉鎖フラップが、ブランクを組立時に、２つのカートン間に位置す
る弱いラインを有し、
各ボトムパネルと隣接する中間横側パネルとの間の折り曲げラインに沿って弱いラインが
存在し、横閉鎖フラップが、折り曲げラインを介して第１および第２の中間横側パネルの
各端に取り付けられる、ブランク。
【請求項９】
　弱いラインが穿孔ラインである、請求項８に記載のブランク。
【請求項１０】
　弱いラインが相互に平行に位置する２つの穿孔ラインである、請求項８または請求項９
に記載のブランク。
【請求項１１】
　パッケージ組立時に、それぞれの大きな穿孔部分が重なるように、グルーフラップと各
中間横側パネルとの間の各折り曲げラインが大きな穿孔を有する、請求項８から１１のい
ずれか一項に記載のブランク。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明は、特にボトル出荷用として有用なマルチカートンパッケージに関する。パッケー
ジは、容易に別々のパックもしくはカートンに分割される。パックは使い易い開口タブを
含む。パッケージ用ブランク、およびブランクを折り曲げてパッケージにする方法も提供
される。
【０００２】
運送業界で今日使用される大半のパッケージにおいては、６本のボトルが板紙ラップもし
くはカートンに詰められる。２つのこのようなカートンが、各出荷パッケージに入れられ
る。多数のパッケージとカートンが使用されると出荷コストが上昇する。したがって、一
個で１２本のボトルを保持し、２つの６パックカートンを形成するために容易に分かれる
、出荷用パッケージを使用することが望ましい。
【０００３】
したがって、本発明の目的は、各カートンのサイズ変更が可能なマルチカートンパッケー
ジを提供することにある。たとえば、カートンのサイズ変更が可能であり、６本より多数
または少数のボトル、あるいは他の容器を各カートンに含めることもできる。さらに、２
つより多くのカートンに分けられるパッケージを製作することもできる。
【０００４】
きわめて多数のタイプのマルチカートンパッケージが従来技術において知られている。
【０００５】
米国特許第３１３５４５７号（Ｒｉｓｕｃｃｉ）は、分離可能なユニットから製作される
マルチコンパートメントを有するカートンを記載している。
【０００６】
米国特許第２９９８１７９号（Ｚｉｌｌｅｓ）は、コンパートメントを分離するリブを有
するマルチコンパートメントカートンを記載している。フランジがリブから延在し、カー
トンの１つの内部パネルに接着される。第２のパネルの端が第３のパネルの外部に接着さ
れる。
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【０００７】
米国特許第１８９８２３１号（Ｗｅｉｓｓ）は、取付けフラップおよびカートン側壁と連
続の取付け壁を有する仕切りを備える、マルチコンパートメントカートンを示している。
【０００８】
米国特許第２６９７５４４号（Ｍｏｒａｎｄ）は、シート材の単体ブランクから形成され
る複数コンパートメントボックスを開示している。
【０００９】
刻目もしくは切口により画定される弱められた部分を開示する特許には、米国特許第２８
２８０６０号（Ｂｒｏｗｎ）、米国特許第３０１５４３２号（Ｔｙｒｓｅｃｋ）、米国特
許第３４９１９３７号および３７１９３１７号（Ｂｒａｓｔａｄ）、および米国特許第２
２５９８２２号（Ｋｉｅｎｌｅｎ）等がある。他のカートンが、米国特許第２８５２１８
０号、２８８１９６８号、２８８４１８０号、２９３６１０４号、２９９２７６７号、英
国特許第２３２２３４９号、および欧州特許第８６０３７１号に開示されている。
【００１０】
米国特許第３２６１５３６号（Ｂｉｘｌｅｒ）は、フラップにラミネートされていない部
分を有するカートンを開示している。米国特許第２９３６１０４号（Ｄｅ　Ｂｌａｅｒｅ
）は、前壁を形成するカートン構造の一部にのみ延在し、弱められた外面領域を与えてカ
ートンの開口を助け、かつカートン開口時に前壁の剥離を防止するスリットを開示してい
る。
【００１１】
米国特許第３１８２８８７号（Ｌａｒｓｏｎ）は、ラミネートされていない部分を有する
カートンを開示している。
【００１２】
米国特許第３１１３７１３号（Ｇｒｅｅｎ）は、印刷されない三角形領域を有するカート
ンを開示している。
【００１３】
米国特許第５５０５３７０号（Ｂｒｏｗｎら）は、消費者が容易に別々のカートンに分け
ることができる、マルチカートンパッケージを開示している。
【００１４】
本発明は、少なくとも２つの取外し可能なカートンを備えるパッケージに関する。本発明
のパッケージは、単一の一体ブランクから形成するのが好ましく、２つの取外し可能なカ
ートンが、弱いラインを有するトップパネルを共有し、弱いラインによりカートンを別々
にすることができる。２つのカートンは、それぞれ横側パネル、ボトムパネル、中間横側
パネル、および中間横側パネルから延在するグルーフラップを含む。各グルーフラップは
、トップパネルのそれぞれの部分に接着される。カートンは、フロントおよびリア開口フ
ラップを含む。フロント開口フラップにリフトタブを含めることが好ましい。
【００１５】
２つのカートンに分かれるパッケージを提供することにより、上述のように個々のカート
ンをより大きな出荷パッケージに置くときよりテープ使用量が少なく、それによってテー
プが節約され、パッケージへのグラフィックス印刷が改善される。本発明のパッケージは
、ブランクの材料をきわめて効率的に利用する。また、このパッケージによってカートン
が即座に分離され、製品にアクセスするためのカートンフラップ開口がし易くなる。
【００１６】
本発明の以上および他の特徴および長所をさらに十分に理解するには、好ましい実施形態
に関する以下の詳細な説明を、添付図面とともに参照すべきであるが、実施形態は例とし
て示すにすぎない。
【００１７】
本明細書で使用する「トップ」とは、以下に説明する第１および第２のグルーフラップを
、グルーにより接着するパッケージの側を指す。本明細書で使用するグルーフラップとは
、以下に説明する、グルーもしくは他の接着剤によりパッケージの他の面に接着されるグ
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ルーフラップを指す。
【００１８】
パッケージ１０（図２および３参照）は、第１のカートン１２および第２のカートン１４
を備える。第１のカートン１２は、トップパネル１６（図１参照）を備え、隣接するトッ
プサブパネル１８および２０、第１の近方横側パネル２３、第１のボトムパネル２６、お
よび第１の中間横側パネル２８を含む。第１のグルーフラップ３０は、パネル２８から延
び、第１のトップサブパネル１８の下側に接着される。
【００１９】
第２のカートン１４は、第２のトップサブパネル２０、第２の近方横側パネル３４、第２
のボトムパネル３６、および第２の中間横側パネル３８を備える。第２のグルーフラップ
４０が、第２の中間横側パネル３８から延び、第２のトップサブパネル２０の底面に接着
される。穿孔カットライン４２により、第１のトップサブパネル１８が第２のトップサブ
パネル２０から分離される。
【００２０】
第１のフロント閉鎖フラップ４６は、折り曲げラインによりトップサブパネル１８および
２０に接続され、前記第１フロント閉鎖フラップは、トップサブパネル１８および２０を
分割する弱いライン４２と連続する弱いライン４２によって分割される。
【００２１】
第２のフロント閉鎖フラップ９６は、折り曲げラインによりトップサブパネル１８および
２０の反対側端に接続され、前記第２フロント閉鎖フラップ９６は、トップサブパネル１
８および２０を分割する弱いライン４２と連続する弱いライン４２によって分割される。
【００２２】
横閉鎖フラップ４８および５０は、折り曲げラインにより第１の近方横側パネル２３の反
対側端に取り付けられる。
【００２３】
横閉鎖フラップ５２および５４は、折り曲げラインにより第２の近方横側パネル３４の反
対側端に取り付けられる。
【００２４】
横閉鎖フラップ６０および６４は、折り曲げラインを介してボトムパネル２６の反対側端
に取り付けられる。横閉鎖サブフラップ６２および６６は、弱いライン８０を介して横閉
鎖フラップ６０および６４にそれぞれ取り付けられる。
【００２５】
横閉鎖フラップ６８および７０は、折り曲げラインを介してボトムパネル３６の反対側端
に取り付けられる。
【００２６】
パッケージは、ブランクを図１および以下の説明の通りに折り曲げることによって組み立
てられる。パッケージは、ボトムパネル２６および３６を、トップサブパネル１８および
２０に対面しかつ平行になるように折り曲げ、遠方横側フラップ２８および遠方横側フラ
ップ３８を、ボトムパネル２６、３６およびトップサブパネル１８、２０に垂直に折り曲
げることによって組み立てられる。グルーフラップ３０および４０は、トップサブパネル
１８および２０にそれぞれ接着される。ボトムサブフラップ６２は、ボトム閉鎖フラップ
６８に重なって接着され、ボトムサブフラップ６６はボトム閉鎖フラップ７０に重なって
接着される。
【００２７】
閉鎖フラップ６０、４８、４６、５２、６８、７０、５４、９６、５０、６４および３０
を、次いで閉鎖する。横閉鎖フラップ４８、５０、５２、および５４を閉鎖した後に、ボ
トム閉鎖フラップ９６および４６を閉鎖することが好ましい。
【００２８】
このようにして形成されたパッケージから、弱いライン４２および８０を破ることによっ
て２つのカートンができる。弱いライン４２は、中間横側パネル２８および３８が、トッ
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プサブパネル１８および２０にそれぞれ接するラインと平行であるため、この弱いライン
を破ることによって、２つの含まれるカートンの上端が現れる。弱いライン８０は、２つ
の中間横側パネルが、相互に当接もしくは接近するラインに平行であるため、この弱いラ
インを破ることによって、２つの含まれるカートンの後端が露出する。
【００２９】
弱いライン９０および１００は、それぞれのカートンを元のパッケージから分離した後に
開くためのものである。
【００３０】
本発明によるブランクにおいて、前記グルーフラップと各中間横側パネルとの間の各折り
曲げラインに、大きな穿孔を含めることにより、パッケージ組立時に前記各大きな穿孔部
分が重るようにすることができる。その結果できる開口は、開口上の弱いラインと２つの
トップサブパネルの間の部分が開いたときに、パッケージを運搬するのに使用することが
できる。
【００３１】
所望の場合には、大きなフラップおよび／または小さなフラップを縮小することができる
。すなわち、それらのフラップの対向するフラップに面する方向の長さを、縮小すること
によって板紙が節約される。
【００３２】
カートンは板紙、塗被板紙、あるいは他の適切な材料により製作することができる。カー
トンの部分同士の接着には、グルー等のホットメルト接着剤もしくは化学接着剤を使用す
ることができる。適切なコーティングは、低密度ポリエチレン押出コーティングであろう
。
【００３３】
ブランクは、当分野で知られている方法、もしくは当分野で知られている方法に類似の方
法により、当分野で知られている材料もしくは当分野で知られている材料に類似の材料か
ら製作することができる。
【００３４】
本発明のパッケージには、開示の明らかな教示を逸脱することなく、一定の変更を加える
ことが可能である。たとえば、弱いラインによってトップパネルを分割するのに代え、横
側パネルとトップパネルを取り付ける折り曲げラインに平行な弱いラインによって、両横
側パネルを分割し、各横側パネルの弱いラインが、２つの中間横側パネルが相互に当接も
しくは接近するラインに平行になるように中間横側パネルの構成を変えることができる。
その場合には、中間横側パネルは各横側パネルに取り付けられる。その場合には、もちろ
んカートンは別方向に２つのカートンに分割される。
【００３５】
もちろん、開示の明らかな教示を逸脱することなく、一定の変更を加えることが可能であ
るので、本明細書で図示しかつ説明した本発明の具体的形態は、例示的なものにすぎない
ことを理解すべきである。したがって、本発明のすべての範囲の決定は、請求範囲を参照
すべきである。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明のパッケージ製作に使用するブランクの平面図である。
【図２】　フロントおよび横閉鎖フラップを一部開いた状態に組み立てた本発明のパッケ
ージの上面斜視図である。
【図３】　ボトムおよび横閉鎖フラップを一部開いた状態に組み立てた本発明のパッケー
ジの底面斜視図である。
【図４】　すべての閉鎖フラップを一部開いた状態に組み立てた本発明のパッケージの側
面図である。
【図５】　組立完成した本発明のパッケージの横側パネル、２つのボトムパネル、ボトム
およびトップ閉鎖フラップを示す斜視図である。
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